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第１章 本計画の目的 

周南市一般廃棄物処理施設 施設分類別計画（以下、「本計画」という。）は、本市の「ご

み処理施設」及び「し尿処理施設」について、今後の施設の方向性を示すものです。 

 

第２章 施設の設置目的と経緯 

本市の「ごみ処理施設」は昭和 48（1973）年から平成 31（2019）年にかけて、市民生

活の中で発生したごみを適正に処理することを目的として設置した施設です。 

「ごみ処理施設」は可燃性ごみの処理を行う「可燃物処理施設」、不燃性ごみの埋立処

理を行う「不燃物処理施設」、不燃性ごみを中間処理することで再資源化を行う「リサイ

クル施設」に分類されます。 

また、本市の「し尿処理施設」は昭和 41（1966）年から昭和 47（1972）年にかけて、

市民生活の中で発生したし尿等を適正に処理することを目的として設置した施設です。 

 

第３章 対象施設の一覧 

本計画の対象となる施設及び位置は次のとおりです。 

なお、本計画の対象となる施設の施設分類は「ごみ処理施設」及び「し尿処理施設」で

あり、リサイクル推進課が所管します。 

 

図表１－１ ごみ処理施設 

NO 施設名 所在地 地域 利用圏域 備考 

1 周南市不燃物処分場 大字戸田 1788 番地 1 戸田 ＊埋立終了 不燃物処理施設 

2 熊毛不燃物埋立処分場（小松原） 大字小松原 2477 番地 2 三丘 ＊埋立終了 不燃物処理施設 

3 熊毛不燃物埋立処分場（清尾） 大字清尾 92 番地 4 高水 ＊埋立終了 不燃物処理施設 

4 鹿野一般廃棄物最終処分場 大字鹿野下字中木屋ノ谷 鹿野 準広域 不燃物処理施設 

5 鹿野中木屋ノ谷ごみ埋立処分地施設 大字鹿野下 1943 番地 鹿野 ＊埋立終了 不燃物処理施設 

6 リサイクルプラザ・ペガサス 臨海町 5 富田西 広域 リサイクル施設 

7 環境館 臨海町 5 富田西 広域 リサイクル施設 

8 家庭ごみ搬入受付センター 臨海町 1 富田西 広域 リサイクル施設 

9 処理困難物選別施設 臨海町 1 富田西 
徳山・新南陽 

・熊毛地区 
リサイクル施設 

10 徳山リサイクルセンター 大字戸田字相の浦 1800 戸田 
徳山・新南陽

地区 
リサイクル施設 

11 熊毛ストックヤード 大字八代字笹ヶ浴 796-84 八代 準広域 リサイクル施設 

12 鹿野ストックヤード 大字鹿野上字シダガ迫 891-1 鹿野 準広域 リサイクル施設 

※「新南陽塵芥処理場」は、平成 30（2018）年に用途廃止しました。 

※ 現在、市の可燃物処理を行っている「恋路クリーンセンター」は一部事務組合により管理・

運営している施設であるため、対象外とします。 

※ 現在、市の最終処分を行っている「徳山下松港新南陽Ｎ７地区最終処分場」は山口県と市の

共同施設であるため、対象外とします。 
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図表１－２ し尿処理施設 

NO 施設名 所在地 地域 利用圏域 備考 

1 衛生センター 大字福川 1690-1 福川 ＊休止 - 

2 し尿投入施設 晴海町 3-1（徳山中央浄化センター内） 徳山 広域 - 

 

 

 

図表２ 施設位置図 
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（徳山中央浄化センター内） 

鹿 野 ス ト ッ ク ヤ ー ド 

鹿野中木屋ノ谷ごみ埋立処
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第４章 ごみ処理施設の現状 

１．サービスの現状 

本市のごみ処理施設の基本情報及び提供しているサービスは、次のとおりです。 

なお、「周南市不燃物処分場」、「熊毛不燃物埋立処分場(小松原)(清尾)」及び「鹿野中     

木屋ノ谷ごみ埋立処分地施設」は既に埋立終了しています。 

 

図表３ 不燃物処理施設 

NO 施設名 対象廃棄物 提供しているサービス 備考 

１ 鹿野一般廃棄物最終処分場 
処理残渣 
処理困難物 
粗大ごみ 

埋立 
処理困難物選別 
家庭ごみ自己搬入受入 

― 

１）鹿野一般廃棄物最終処分場は、鹿野地域から発生した不燃ごみの埋立処分のほか、

処理困難物の選別、家庭ごみの受入れ、破砕処理を行っています。令和 4(2022)年 3 月

31 日現在での進捗率は 55.6％です。 

※徳山下松港新南陽 N7 地区最終処分場は、周南市内の一般廃棄物と山口県内の産業廃

棄物の処分場として、市と山口県環境保全事業団とで整備した施設で、平成 26（2014）

年から供用開始しました。令和 4(2022)年 3 月 31 日現在での進捗率は 27.7％です。 

 

図表４ リサイクル施設 

NO 施設名 対象廃棄物 提供しているサービス 備考 

1 リサイクルプラザ・ペガサス 
不燃ごみ 
資源物 
粗大ごみ 

不燃ごみ・資源物中間処理 

複合施設  

2 環境館 ― ３Ｒの啓発 

3 処理困難物選別施設 処理困難物 処理困難物選別 

複合施設 

４ 家庭ごみ搬入受付センター 家庭ごみ 家庭ごみ自己搬入受入 

５ 徳山リサイクルセンター ― ごみの一時保管 ― 

６ 熊毛ストックヤード ― ごみの一時保管 ― 

７ 鹿野ストックヤード ― ごみの一時保管 ― 

１）リサイクルプラザ・ペガサス（以下、「ペガサス」という。）は、市内全域から発生し

た不燃ごみ及び資源物の中間処理を行っています。中間処理の内容は、選別・破砕・圧

縮・梱包などです。施設運営は長期包括的運転管理業務委託により、民間の受託業者が

行っています。 
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２）環境館は、ペガサス内に併設している循環型社会の形成の推進を図るための啓発施

設です。３R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進に向けて、ペガサスの施

設見学や環境ワークショップ、エコフェスタなどの環境啓発イベントを定期的に開催し

ています。なお、台風接近時など強風が想定される場合は周南大橋が通行禁止となるた

め、環境館を休館しています。 

３）処理困難物選別施設は、平成 27（2015）年に稼働を停止した旧ごみ燃料化施設・フ

ェニックスの施設を有効活用して、平成 31（2019）年より、市内（徳山・新南陽・熊毛

地域）から発生した処理困難物の選別を行っています。 

４）家庭ごみ搬入受付センターは、平成 27（2015）年に稼働を停止した旧ごみ燃料化施 

設・フェニックスの施設を有効活用して、市内（徳山・新南陽・熊毛地域）から発生し

た家庭ごみの自己搬入の受け入れを行っています。なお、台風接近時など強風が想定さ

れる場合は周南大橋が通行禁止となるため、施設を休館しています。 

５）徳山リサイクルセンターは、資源物の中間処理施設として稼働していましたが、ペ

ガサス及び処理困難物選別施設の供用開始により、現在はごみの一時保管施設として使

用しています。また、周南市不燃物処分場の浸出水処理設備を設置しています。 

６）熊毛ストックヤードは、資源物の中間処理施設として稼働していましたが、ペガサ

ス及び処理困難物選別施設の供用開始により、現在はごみの一時保管施設として使用し

ています。 

７）鹿野ストックヤードは、資源物の中間処理施設として稼働していましたが、ペガサ

スの供用開始により、現在はごみの一時保管施設として使用しています。 

 

図表５－１ 各施設の稼働状況（処理量） 

NO 施設名 
稼働状況 

備考 
H29 H30 R1 R2 R3 

1 鹿野一般廃棄物最終処分場 50 135 62 67 57 年間埋立量(t) 

2 リサイクルプラザ・ペガサス 6,935 7,062 6,775 6,905 6,556 処理量(t) 

3 処理困難物選別施設 - - 712 829 788 処理量(t) 

 

図表５－２ 各施設の稼働状況（利用者数） 

NO 施設名 
稼働状況 

備考 
H29 H30 R1 R2 R3 

1 環境館 3,953 3,253 3,908 3,229 4,197 来館者数(人) 

2 家庭ごみ搬入受付センター 39,518 42,788 45,522 46,934 42,416 受付件数(件) 
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２．運営コスト 

本市のごみ処理施設全体の歳入と歳出（過去 5年間の平均）を見ると、歳入 78,425,998

円に対し、歳出 579,576,738 円となっており、運営コストに係る歳入は約 13.5%となって

います。 

 今後、施設を取り巻く環境の変化などにより、運営コストは徐々に増加することが見

込まれることから、受益者負担の見直しを含め、施設の整備や運営方法の改善に努めて

いく必要があります。 

図表６－１ 各施設の運営コスト（使用料、資源物売払収入ほか） 

歳入（決算額）                           （単位：円） 

事業名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

不燃物処分場管理事業費 20,795,384 21,942,216 22,530,575 22,629,871 23,346,206 

家庭ごみ搬入受付センタ

ー管理事業費 
2,208,829 2,164,825 2,026,395 1,950,360 1,752,187 

処理困難物選別施設管理

事業費 
0 0 657,715 648,875 821,100 

環境館運営事業費 8,070 0 0 7,250 19,160 

リサイクルプラザ施設管

理事業費 
55,531,000 53,980,749 47,880,637 44,144,487 67,084,101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リサイクルプラザ施設管理事業費の歳入については、資源物売り払い収入によるものですが、

資源物の買取価格相場の変動により上下します。令和 3（2021）年度については、処理量に大き

な変動はありませんでしたが、買取価格が高騰したため増加がみられました。 
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図表６－２ 各施設の運営コスト（支出） 

歳出（決算額）                           （単位：円） 

事業名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

不燃物処分場管理事業費 126,908,723 109,641,043 45,136,011 35,225,206 42,382,996 

家庭ごみ搬入受付センタ

ー管理事業費 
31,340,418 29,889,530 20,722,814 24,873,121 28,764,885 

＊処理困難物選別施設管

理事業費 
56,577,527 168,469,200 68,028,397 69,448,403 68,476,166 

環境館運営事業費 2,019,709 4,010,131 5,134,607 7,179,139 7,584,608 

リサイクルプラザ施設管

理事業費 
380,857,472 381,935,707 392,265,139 396,547,129 394,465,611 

＊処理困難物選別施設管理事業費：平成 29（2017）年度・平成 30（2018）年度については「処理

困難物選別施設整備事業費」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不燃物処分場施設管理事業費について、令和元（2019）年度以降歳出が減少していますが、こ

れは周南市不燃物処分場の休止によるものです。 

また、処理困難物選別施設管理事業費について、平成 30（2018）年度の歳出が増加しています

が、これは処理困難物選別施設の整備によるものです。 

 

３．建物の現状 

建物の現状は、次のとおりです。なお、自主点検及びバリアフリーの状況の詳細を含

めた建物の現状は、巻末に【参考資料】として添付します。 
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↓点数が高いほど劣化が進行

R4自主点検
結果

バリアフリー
の状況

 総合劣化度 対応 該当 土砂 高潮 津波

1 ペガサス・環境館 16,267.70 15,486.38 2010 RC/50年 未経過 新耐震 18.7 全部対応 なし

2 家庭ごみ搬入受付センター 531.15 1998 S/38年 未経過 新耐震 35.6 一部対応 なし

3 処理困難物選別施設 2,400.75 1998 S/38年 未経過 新耐震 35.6 未対応 なし

4 徳山リサイクルセンター 1,425.69 718.43 1973 S/38年 経過 なし・不明 56.3 未対応 なし

5 熊毛ストックヤード 949.18 639.60 1993 S/38年 未経過 新耐震 38.2 未対応 なし

6 鹿野ストックヤード 133.38 118.44 1999 S/38年 未経過 新耐震 - 未対応 なし

7 鹿野一般廃棄物最終処分場 2,482.77 1,744.31 2004 S/38年 未経過 新耐震 32.2 未対応 なし

2,989.22

NO 施設名称
総床面積

(㎡)

主たる建物

床面積
(㎡)

建築年度
主構造/法定

耐用年数
法定耐用

年数
耐震性

ハザードマップの状況

洪水

図表７ 建物の現状一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊自主点検は毎年実施 

＊構造：SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造）、RC（鉄筋コンクリート造）、S（鉄骨造）、W（木造） 

＊法定耐用年数：減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40(1965)年大蔵省令第 15 号）に

おいて、構造や用途によって記載のもの 

＊「周南市不燃物処分場」、「熊毛不燃物埋立処分場(小松原)(清尾)」及び「鹿野中木屋ノ谷ごみ

埋立処分地施設」は既に埋立終了しているため、記載していません。 

 

１）ペガサス及び環境館は平成 23（2011）年の建築であり、概ね、建物、設備ともに大

きな不具合はありませんが、屋上の防水機能に経年劣化がみられるため、計画的な修繕

が必要です。また、敷地全体が借地です。 

２）家庭ごみ搬入受付センター及び処理困難物選別施設（旧ごみ燃料化施設・フェニック

ス）は、平成 11（1999）年の建築であり、屋根・天井部分、機械設備等の老朽化が進行

しているため、計画的な修繕が必要です。また、敷地全体が借地です。 

３）徳山リサイクルセンターは、昭和 49（1974）年の建築であり、鉄骨造りの建築物の

法定耐用年数を経過しています。また、昭和 56（1981）年 5 月以前の耐震基準（以下、

「旧耐震基準」という。）の建築物であり、耐震性が不足しています。 

４）熊毛ストックヤードは平成 6（1994）年の建築であり、現在、概ね、建物、設備とも

に大きな不具合はありません。 

５）鹿野ストックヤードは、平成 11（1999）年の建築であり、現在、概ね、建物、設備

ともに大きな不具合はありません。 

なお、本施設は施設の規模、性格から本市作成の劣化判定表による自主点検は項目が

そぐわないため行っていませんが、適宜、施設の内容、規模に応じた点検を行っていま

す。 

６）鹿野一般廃棄物最終処分場は、平成 16（2004）年の建築であり、概ね、建物に大き

な不具合はありませんが、浸出水処理設備等の機械設備の老朽化が進行しているため、

計画的な修繕が必要です。 
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第 5章 ごみ処理施設を取り巻く状況と課題 

１．廃棄物を取り巻く状況 

20 世紀の日本の社会を振り返ってみると、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経

済活動により物質的な豊かさをもたらした半面、日常生活や事業活動における環境への

負荷は増大しました。 

その結果、大気汚染、河川・海域の水質汚濁、土壌汚染、不法投棄問題など、都市・生

活型公害が大きな問題となりました。また、オゾン層の破壊、地球温暖化、酸性雨など

地球的規模の環境問題が顕在化しており、深刻な問題となってきています。  

このような状況を改善し持続可能な循環型社会を作るために、「環境基本法」（平成

5(1993)年 11 月）、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12(2000)年 6 月）の下に「循環型

社会形成推進基本計画」（平成 15(2003)年 3 月）が策定されました。この基本計画は、循

環型社会に向かうための制度設計について定め、環境政策としてリサイクル関連法のも

とで、３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）と適正処理の各種施策が講じられています。 ま

た、平成 18(2006)年 6 月に「容器包装リサイクル法」の改正が行われ、大きな柱として、

廃棄物の排出抑制の推進（リデュース対策）が示されており、今後の取組みの推進が必

要となっています。 

また、プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対

応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっていま

す。 

こうした背景から、政府は、令和元(2019)年 5 月に「プラスチック資源循環戦略」 （令

和元 (2019) 年 5 月 31 日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水

産省・経済産業省・国土交通省・環境省）を策定し、３Ｒ＋Renewable の基本原則と、６

つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。 

さらに、令和 3(2021)年 6 月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使

用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけ

るプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。 

 

２．本市のごみ処理施設と廃棄物を取り巻く状況 

本市の廃棄物を取り巻く状況をみると、「３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）の更なる推

進」を始めとし、「効率的ごみ処理システムの確立」、「環境教育の啓発の推進」といった

廃棄物の適正処理に向けた各種施策の取り組みにより、ごみの排出量は平成 28（2016）

年度 47,988ｔから令和 3（2021）年度 45,218ｔへと着実に減少しています。 

一方で、施設全体が設置当初からの年数が経過する中で、建物及び施設設備が老朽化

しているため、適切な施設の維持管理を行うためには修繕計画を策定する必要がありま

す。 
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３．施設の状況と課題 

１）不燃物処理施設 

不燃物処理施設（鹿野一般廃棄物最終処分場及び徳山下松港新南陽Ｎ７地区最終処分

場を含む）については、埋立可能な容量に限りがあります。 

また、新たに最終処理施設を確保するためには、多額の費用と期間を要することから、

市単独での設置は大変厳しい状況となっています。このため、更なる最終処分量の削減

を図り、施設の延命化を図る必要があります。 

２）リサイクル施設 

ペガサスは本市のリサイクル行政の核となる施設として安定稼働を維持していますが、

令和 4（2022）年 4 月の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に

伴い、今後の国の動向を注視しながらプラスチック使用製品廃棄物の適切な中間処理に

必要な設備等の検討を進めるとともに、老朽化した建物・施設設備の改修により施設の

延命化を図っていくことが重要となります。 

また本施設は、現在長期包括的運転管理業務委託により民間の事業者が施設運営を行

っていますが、令和 7（2025）年度末に契約期間満了を迎えることから令和 8（2026）年

度以降の施設運営の方法について早急に検討を行う必要があります。 

こうした持続可能な一般廃棄物処理に向けた施設対応にあたっては、将来的に多額の

費用負担が発生することが見込まれます。 

環境館は、新型コロナウイルス感染症の影響による閉館期間がありましたが、近年の

環境意識の高まりを受け、来館者数は増加傾向にあります。今後も更なる循環型社会の

形成の推進に向けて、市民への周知、環境ワークショップやエコフェスタなど魅力ある

環境啓発イベントの開催により、来館者増加に向けた取り組みが必要です。 

家庭ごみ搬入受付センターは、年々利用者が増加傾向にあり、混雑時には長時間の待

ち時間が発生しています。このため、今後、電話やウェブサイトなどによる事前予約制

度を導入するなど、利用者の利便性向上に向けた取り組みが必要です。 

処理困難物選別施設は、平成 11（1999）年の建築であり、建物・施設設備の老朽化が

進行しています。このため、施設の延命化に向けて、今後、計画的な修繕が必要です。 

徳山リサイクルセンターは、中間処理施設としての機能は終了しましたが、周南市不

燃物処分場の浸出水処理施設としての機能が残っているため、浸出水の状態が廃棄物処

理法に基づく廃止基準に適合するまでの期間、適切に管理する必要があります。 

熊毛ストックヤード及び鹿野ストックヤードは、中間処理施設としての機能は終了し

ましたが、大規模災害発生時などの際は、ごみの一時保管場所となることから、継続利

用に向けて適切に管理する必要があります。 
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第６章 ごみ処理施設の今後の方向性 

１．一次評価 

一次評価では、今後の施設の方向性を決定するにあたり、本市作成の「機能の評価・

検証シート」を用いて個々の施設の方向性について検討を行います。 

この一次評価は、施設でのサービスの提供状況や施設の利用状況、建物の状況など  

から結果を導き出すものであり、最終的な判断・決定にあたっての材料とします。 

なお、一次評価の検討内容等の詳細は、巻末に【参考資料】として添付します。 

 

２．総合評価 

１）基本的な考え方 

ごみ処理施設は、市民生活の中で発生したごみを適正に処理することを目的として設

置しており、今後の人口減少に伴い、ごみ量も減少していくことが想定されますが、災

害による被害や故障が生じた場合に市内全域のごみ処理に影響が及ぶ事態は避けなけれ

ばなりません。 

こうしたことから、より良い生活環境を次世代へ引き継ぐために、施設の計画的な整

備を行い、施設の延命化を図り、安全かつ安定的な施設運営に努める必要があります。 

２）具体的な方針 

一次評価の結果に加え、各施設の重要度及び施設設備の状況などを踏まえ、個々の施

設の方向性について検討を行った結果、今後の具体的な方針は次のとおりです。 

なお、以下の内容は、本計画の対象施設の現況を踏まえた現時点の想定であり、今後

の社会経済情勢の変化や財政事情等により、見直しを行うことがあります。 

 

図表８ 具体的な方針と実施時期（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓点数が高いほど劣化が進行

築年数
構造/法定
耐用年数

法定耐
用年数

耐震性
総合

劣化度
バリアフリー
の状況

ハザード
マップの
状況

取組の
優先度

結果 R5 R6

1 ペガサス・環境館 12 RC/50年 未経過 新耐震 18.7 全部対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

2 家庭ごみ搬入受付センター 24 S/38年 未経過 新耐震 35.6 一部対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

3 処理困難物選別施設 24 S/38年 未経過 新耐震 35.6 未対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

4 徳山リサイクルセンター 49 S/38年 経過 無・不明 56.3 未対応 なし 高い
継続利用

(現状維持)
継続利用

5 熊毛ストックヤード 29 S/38年 未経過 新耐震 38.2 未対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

6 鹿野ストックヤード 23 S/38年 未経過 新耐震 - 未対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

7 鹿野一般廃棄物最終処分場 18 S/38年 未経過 新耐震 32.2 未対応 なし
比較的
高くない

継続利用
(現状維持)

継続利用

主たる建物 一次評価

総合評価

対策の内容

NO 施設名称
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● ペガサス・環境館 

ペガサス及び環境館は、「継続利用」することとします。 

なお、施設の安全かつ安定的な運転に向け、外壁・電気設備・ごみ処理設備等の大規

模改修工事の必要性について調査を実施する予定としています。 

また、本施設は周南市役所エコ・オフィス実践プランに基づき、令和 12（2030）年度

までに太陽光発電設備の設置を目指します。 

● 家庭ごみ搬入受付センター・処理困難物選別施設 

家庭ごみ搬入受付センター及び処理困難物選別施設は、「継続利用」することとします。 

なお、建物及び施設設備の老朽化がみられることから、施設の安全かつ安定的な運転

に向け、施設の修繕計画を策定する予定としています。 

● 徳山リサイクルセンター 

徳山リサイクルセンターは、法定耐用年数を大幅に経過しているとともに非耐震のた

め、早急な対応が必要ですが、隣接する周南市不燃物処分場の浸出水処理設備が設置さ

れているため、必要最低限の整備を実施し、当面の間、「継続利用」することとします。 

● 熊毛ストックヤード・鹿野ストックヤード 

熊毛ストックヤード及び鹿野ストックヤードは、大規模災害発生時などの際、ごみの

一時保管場所となることから、必要最低限の整備を実施し、当面の間、「継続利用」する

こととします。 

● 鹿野一般廃棄物最終処分場 

鹿野一般廃棄物最終処分場及は、周南市一般廃棄物処理基本計画に基づく一般廃棄物

排出削減の取り組みにより、更なる最終処分量の削減に努め、「継続利用」することとし

ます。 

 

第７章 し尿処理施設について 

１．現状と課題 

本市のし尿処理施設の基本情報及び提供しているサービスは、次のとおりです。 

なお、「衛生センター」は現在休止しています。 

図表９ し尿処理施設 

NO 施設名 対象廃棄物 提供しているサービス 備考 

１ 
し尿投入施設 
（徳山中央浄化センター内） 

し尿 
浄化槽汚泥 

し尿・浄化槽汚泥の前処理 ― 

１）「し尿投入施設」は、し尿及び浄化槽汚泥等を処理し、公共用水域へ放流するための

施設です。 

これまで本市（熊毛地区を除く）のし尿処理は衛生センターで行っていましたが、  

昭和 41（1966）年建築の施設であり、建物や設備の老朽化により平成 30（2018）年度に
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休止し、本施設へ機能を移転しました。 

また、これまで熊毛地区のし尿処理を行っていた玖西環境衛生施設組合の施設が廃止

となったことに伴い、令和 4（2022）年 4月より、本施設にて市内全域のし尿処理を行っ

ています。 

なお、本施設は、徳山中央浄化センター内の施設であり、その規模、性格から、本市作

成の劣化判定表による自主点検及び「機能の評価・検証シート」による一次評価は、項

目がそぐわないため、実施しません。 

 

２．今後の方向性 

現在、本市のし尿処理を行っている「し尿投入施設」については、今後、徳山中央浄化

センターの再構築事業の進捗に合わせて、同センター内にし尿及び浄化槽汚泥の中間処

理を行う施設を設置する予定としています。 

このため、新規施設が稼働するまでの期間は、必要に応じて適宜補修等を行いながら

「継続利用」することとします。 

 

第８章 計画期間 

本計画の計画期間は、周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の最終年度に併せ、   

令和 6（2024）年度（令和 7(2025)年 3 月 31 日）までとします。 

なお、施設を取り巻く環境の変化や政策的な事情などにより、必要に応じて本計画を

見直すこととします。 
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【参考資料（第 4章関係）】建物の現状一覧（詳細） 

 第 4 章に記載した建物の現状について、自主点検及びバリアフリーの状況の詳細を含めた内容は次のとおりです。 

 

図表１０ 建物の現状一覧（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊自主点検結果 

 ・自主点検による劣化度を建物の部位ごとにＡ～Ｃで判定する。 

  Ａ：劣化がなく建物の利用に支障なし 

Ｂ：劣化はあるが建物の利用に支障なし 

Ｃ：劣化があり建物の利用に支障が生じている又は生じるおそれがある 

・総合劣化度：建物の築年数、構造、自主点検による劣化度を考慮した、その時点における建物の状況を示す。点数が高い施設ほど、劣化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓点数が高いほど劣化が進行

主たる建物

1.構造
部材

7.敷地

基
礎

屋
根

ド
レ
ン
・
と
い

外
壁
・
ひ
さ
し

扉 窓
防
火
戸

床
仕
上

階
段

内
壁

天
井

擁
壁

門
扉

塀
（

C
B
、

フ
ェ

ン
ス
等
）

排
水
設
備
（

側
溝
）

分
電
盤

照
明
器
具

ス
イ
ッ

チ
・
コ
ン
セ
ン
ト

自
動
火
災
報
知
装
置

外
灯

非
常
用
照
明

避
難
口
誘
導
灯

エ
ア
コ
ン

排
煙
設
備

換
気
設
備

屋
内
消
火
栓

給
排
水
配
管

ボ
イ
ラ
ー

・
給
湯
器

タ
ン
ク
類

衛
生
器
具

1 ペガサス・環境館 16,267.70 15,486.38 2010 RC/50年 未経過 新耐震 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 未 Ａ Ａ Ａ Ａ 未 Ａ Ａ 未 未 未 Ａ 18.70 全部対応 ○ ○ ○ ○ なし

2 家庭ごみ搬入受付センター 531.15 1998 S/38年 未経過 新耐震 Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ 未 Ａ Ａ Ａ Ｃ － Ａ Ａ Ｂ 未 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ 未 未 未 Ａ 35.60 一部対応 ○ ○ ○ × なし

3 処理困難物選別施設 2,400.75 1998 S/38年 未経過 新耐震 Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ 未 Ａ Ａ Ａ Ｃ － Ａ Ａ Ｂ 未 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ 未 未 未 Ａ 35.60 未対応 － × × × なし

4 徳山リサイクルセンター 1,425.69 718.43 1973 S/38年 経過 無・不明 Ａ 未 未 Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ 未 Ａ 未 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 未 未 Ａ Ａ Ａ Ａ 未 未 － － Ａ 56.30 未対応 － × × × なし

5 熊毛ストックヤード 949.18 639.60 1993 S/38年 - 新耐震 Ｂ Ｂ － Ｃ Ｂ Ｂ － － － 未 － － － － Ａ 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 38.20 未対応 － × × × なし

6 鹿野ストックヤード 133.38 118.44 1999 S/38年 - 新耐震 - 未対応 － × × × なし

7 鹿野一般廃棄物最終処分場 2,482.77 1,744.31 2004 S/38年 未経過 新耐震 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － － Ｂ Ａ Ｂ － Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ － － － － Ｂ － － － － － 32.20 未対応 － × × × なし

2,989.22

バリアフリーの状況 ハザードマップの状況

施
設
内
の
段
差
解
消

多
目
的
ト
イ
レ

該当 土砂 洪水 高潮 津波

【設備編】

自主点検対象外

総合
劣化度

対応

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

・
手
す
り

入
り
口
の
段
差
解
消

6.附帯設備 1.電気設備 2.機械設備

【建築編】

2.外壁、防水 3.扉、窓 4.床、階段 5.壁、天井

耐震性

Ｒ４自主点検結果

NO. 施設名称
床面積
(㎡)

主構造
/法定耐
用年数

法定耐用
年数

建築年度

総床面積
(㎡)
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【参考資料（第 6章関係）】一次評価 

一次評価では、今後の施設の方向性を決定するにあたり、本市作成の「機能の評価・検証シー

ト」を用いて個々の施設の方向性について検討を行います。 

 

 (1)個々の施設の方向性の検討 

まず、施設において提供しているサービスについて、サービス主体の適正化、サービス水準の

適正化、サービス配置の適正化、事業手法の適正化という４つの視点から、今後の可能性を検討

し、存続・廃止といった方向性を検討します。 

次に、サービスの視点からの建物の方向性を検討し、統廃合・複合化・多目的化・継続利用・

共同利用・廃止等実現可能性がある建物の方向性を導きます。 

ここでの検討等の内容は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの検討により、導き出される個々の施設の方向性と具体的な内容は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性 内容

統廃合 同じ施設分類で同様のサービスを提供する施設同士で統廃合を実施します。

複合化（集約化） 施設分類が異なるが施設同士を複合化により集約化します。

複合化（共用化）
施設分類が異なるが同様のサービスを提供する施設のうち、共用が可能な建物や
スペースを複合化により共用します。

多目的化
施設が比較的新しくスペースに余裕がある場合に、古い施設の機能を取り入れて
多目的化します。

継続利用（現状維持）
現状維持のまま継続的に利用します。（サービスの向上やコストの見直しについて
検討します。）

継続利用（規模縮小）
継続的に利用しますが、利用状況等により規模を縮小します。（サービスの向上や
コストの見直しについて検討します。）

共同利用 市の公共施設を他自治体等と共用し、他自治体等とコスト分担します。

廃止 施設を廃止します。

転用 施設自体は利用可能であるため、他用途に転用します。

民間譲渡 施設自体は利用可能であるため、民間へ譲渡（売却）します。

地域移譲 施設自体は利用可能であり、利用が地域に限定している場合、地域へ移譲します。

視点 適正化の意味・視点
導き出される

サービスの方向性
導き出される

建物の方向性
◇ 民営化の可能性がある ◇ サービス廃止 ◇

◇ 法律等による設置義務付けなし 存在する ⇒ ◇ 廃止

◇ ◇ サービス存続 ◇ 共同利用

◇ 補助金などの代替施策で対応可能 ◇ サービス廃止 ◇ 廃止

◇ 設置目的の意義が低下している ◇建物の老朽度
建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 廃止

◇ 利用実態が設置目的に即していな 建築から30年未満の施設
◇ ◇利用圏域      　  　 地域以外 ⇒ ◇ 転用

利用圏域 地域地域 ⇒ ◇ 地域移譲

◇ 過去3年間の利用者数が減少 ◇統廃合による施設数の削減

◇ 今後の利用者数が減少見込み

◇ 同種、類似の市施設が存在

◇ 複合化（集約化）の検討 ◇ サービス存続 ◇建物の老朽度
建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 複合化（集約化）

◇ 個別施設のサービス内容を評価 ◇ サービス存続 ◇建物の老朽度
・サービス内容の重複 建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 複合化（共用化）
・貸館の稼働率

◇ 過去3年間の利用者数が減少 ◇ サービス存続 ⇒ ◇ 多目的化

◇ 今後の利用者数が減少見込み

◇ ◇ サービス存続 ◇ 民間活力の拡大
（指定管理、PFI/PPP）

◇ 受益者負担の見直し

◇ 受益者負担の割合が妥当ではない

※受益者負担の
割合の妥当性が低
い場合

同種、類似の民間施設の存在

民間事業者のノウハウの活用が期待
でき、過去3年間のコストが増加、あ
るいは利用者1人当たりのコストが高
い

施設規模が600㎡以上で建
築から30年を経過していない

統廃合が可能な施設が周辺
にない

サービス内容が設置目的に即してい
ない

◇ 市が自ら運営主体として関与する
必要性が低い

同種、類似の他自治体施設等が存
在する

事
業
手
法
の
適
正
化

「サービスの提供や建物の整
備そのものも民間に任せるこ
とができないか?」といった視
点から民間活用によるコスト
削減やサービス向上の可能
性を検討

⇒民間のノウハウ等を活用
することにより、コスト削減が
可能となる

◇ 統廃合

⇒ ◇ 継続利用（規模縮小）

サ
ー
ビ
ス
配
置
の
適
正
化

「サービスを提供する建物や
場所を見直せば、コスト削
減やサービスの向上につなが
らないか?」といった視点か
ら、サービス提供に資する建
物の総量の削減の可能性を
検討

⇒施設の集約化等により、
更新経費やランニングコスト
の削減が可能となる

◇
※左の項目のうち1
項目でも該当する
場合

サ
ー

ビ
ス
水
準
の
適
正
化

「施設の量（数、面積）は
現状のままでよいのか?」と
いった視点から、市民ニーズ
等の変化に合った施設数や
規模（延床面積）の見直
しの可能性を検討

⇒施設数や規模を削減する
ことでトータルコストの削減が
可能となる

◇ サービス廃止
※左の項目のうち1
項目でも該当する
場合

◇ サービス存続
※左の項目の全て
に該当する場合

統廃合が可能な施設が周辺
にある

⇒

◇同種、類似の他自治体施設
等が存在する

⇒

◇補助金などの代替施策で対応
可能

⇒

第1ステップ 第2ステップ

サービスの方向性の検討 建物の方向性の検討

サ
ー
ビ
ス
主
体
の
適
正
化

「市がサービスの提供を続け
なければならないか?」といっ
た視点から民間サービスによ
る代替性を検討

⇒サービスを維持しながら施
設を廃止するなどすること
で、トータルコストの削減が
可能となる

※左の項目の全て
に該当する場合

存在しない ⇒ ◇ 民間譲渡
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図表１１ 一次評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

代替性
民間参入

②

効率性
コスト
①

効率性
コスト
②

効率性
コスト
③

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

施設運営に
民間事業者等の
ノウハウの活用が
期待できるか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人

当たりの
コストの推移は

どうか。

前年度の
利用者1人

当たりの
コストはどうか。

前年度の収入と
支出の状況から、
受益者負担の

割合の妥当性は
どうか。

※公の施設のみ回答

1 リサイクルプラザ（ペガサス） 11 11 非該当 非該当 14,247.28 11 期待できる 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

2 環境館 11 11 非該当 非該当 2,020.42 11 検討の余地あり 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

3
家庭ごみ搬入受付センター

処理困難物選別施設
（旧フェニックス）

23 23 非該当 非該当 2,989.22 23 期待できる 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

4 徳山リサイクルセンター 48 48 非該当 非該当 1,425.69 48 検討の余地あり 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

5 熊毛ストックヤード 21 21 非該当 非該当 949.18 21 検討の余地あり 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

6 鹿野ストックヤード 23 23 非該当 非該当 133.38 23 検討の余地あり 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

7 鹿野一般廃棄物最終処分場 18 18 非該当 非該当 2,482.77 18 期待できる 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

施設名
項
番

（４）事業手法の適正化（３）サービス配置の適正化 検討結果一覧表

一次評価結果

(３)-2
・施設分類が異なるほかの施設で、同様のサービスを提供して
いる
・同様の建物やスペースを利用して目的や内容が異なるサービ
スを提供している

(４)-1
・公共施設に係るコストが増加傾向にある等、コスト効率が悪いと判断される
・市が直接運営する必要は無く、民間参入が可能であり、その効果が期待できるか

受
益
者
負
担
の
見
直
し

(３)-1
・複数のサービスを集約することで施設の魅力
向上が期待される（利用者が共通、提供
サービスに関連性がある、世代間の交流が生
まれる、他地域との交流が生まれる　など）

Ｈ
:
廃
止

民
活
の
拡
大

Ａ
:
統
廃
合

Ｇ
:
共
同
利
用

Ｂ
:
複
合
化
（

集
約
化
）

C
:
複
合
化
（

共
用
化
）

Ｄ
:
多
目
的
化

Ｅ
:
継
続
利
用
（

現
状
維
持
）

Ｆ
:
継
続
利
用
（

規
模
縮
小
）

Ｋ
:
地
域
移
譲

Ｊ
:
民
間
譲
渡

(３)-3
・施設が比較的新しくスペースに余裕がある

評価結果 評価結果

建築
経過
年数

（R4.4.1
時点）

建築
経過
年数

（R4.4.1
時点）

評価結果
貸館の

稼働率等を
入力

同地域内で、
施設分類が

異なるが同様の
サービスを

提供している
施設が複数ある。

※あれば○

サービス集約の
メリット

(メリットあり
or

空欄）

建築
経過
年数

（R4.4.1
時点）

延床
面積
(m2)

評価結果評価結果

Ｉ
:
転
用

代替性
民間参入

①

代替性
民間参入

③

公共性
必需性

③

有効性
互換性

③

公共性
公益性

①

公共性
公益性

②

公共性
公益性

③

有効性
互換性

①

有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

行政以外に
サービスを提供する
民間事業者等の
存在を確認し、
民間参入の

可能性はどうか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない

施設かどうか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

利用圏域の中
で、同種、類似
の施設は存在
するか。
（県施設、民
間施設も含
む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

利用圏域の中
で、同種、類似
の施設は存在
するか。
（県施設、民
間施設も含
む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

対象施設

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した

ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに
なっているか。

当該施設の
利用実態から、
利用圏域は

どうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

利用圏域の
中で、同種、
類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間施
設も含む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

対象施設

1 リサイクルプラザ（ペガサス） 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

11 広域 非該当 非該当 存在しない

2 環境館 可能性はない 関与する必要性が高い 義務付けられていない 存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない
設置目的に即して

いる
設置目的に即し

ている
11 広域 非該当 非該当 存在しない

3
家庭ごみ搬入受付センター

処理困難物選別施設
（旧フェニックス）

可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

23 広域 非該当 非該当 存在しない

4 徳山リサイクルセンター 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下しつつある

設置目的が無くなり
つつある

設置目的から低
下しつつある

48 準広域 非該当 非該当 存在しない

5 熊毛ストックヤード 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

21 準広域 非該当 非該当 存在しない

6 鹿野ストックヤード 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

23 準広域 非該当 非該当 存在しない

7 鹿野一般廃棄物最終処分場 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられ

ている
存在しない 存在しない 対応不可能 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

18 準広域 非該当 非該当 存在しない

(1)-1
・民間によるサービス提供の事例がある

(1)-2
・市内に同様のサービスを提供する国県の施設がある
・周辺自治体で、周南市からアクセスの良い場所に同様のサービスを提供す
る公共施設がある

有効性
互換性

②

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

建築
経過
年数

（R4.4.1
時点）

(2)-1
施設本来の目的が達成されている、施設整備当時と状況が変化している

(2)-2
・施設の利用が少ない、利用者・対象者の減少が見込まれる
・同種施設が複数配置されている

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

施設名
項
番

（１）サービス主体の適正化 （２）サービス水準の適正化
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周南市一般廃棄物処理施設 

施設分類別計画 
平成 31(2019)年 1月 

（令和 5(2023)年 3 月改訂） 

本計画は、平成 31(2019)年 1 月に策定した「周南市 

ごみ処理施設施設分類別計画」を改訂したものです。 

環境生活部 リサイクル推進課 

  〒745-8655 周南市岐山通１－１ 

       電    話  0834-22-8303 

       Ｆ Ａ Ｘ  0834-22-8243 

       電子メール  recycle@city.shunan.lg.jp 


